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本資料は2022年4月1日現在の税制等に基づいて作成しています。また、内容につきましては、情報提供を目的として一般的な法律上・税務上等の取り扱いを
記載しております。このため、条件が変わること等により、本資料と異なる取り扱いになる場合がありますのでご留意下さい。

民法改正により、令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。こ

れに伴い、贈与税及び相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下

げる税制改正が行われています。

贈与や相続で、これまで20歳以上とされてきた特例の対象が、18歳～19歳の新成人にも

拡がることになります。

どのような特例があるか見ていきましょう。

１．概要

２．18歳成人も対象となる贈与税・相続税の主な特例

・年齢要件が18歳であっても、各制度によって基準日が異なりますので注意が必要です。

・各制度の概要については、大まかな内容を記載しております。実際の適用については、上記以外にも細かい規定等がございます

ので、ご興味のある場合は弊社までご連絡ください。

相続税精算課税制度
・ 「過去の贈与を相続のときにすべて精算する」という贈与制度の１つ
・ 受贈者が累計2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができる
・ 但し贈与時は非課税でも、相続時に相続税が発生する可能性がある

住宅取得等資金の非課税等
・

贈与税の特例税率
・

・ 税率が最大10％低くなる

事業承継税制
・ 事業承継を条件に贈与税・相続税が猶予又は免除される制度
・

・ 経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受ける必要がある

結婚・子育て資金の非課税
・

・

未成年者控除
・

・ 控除額は、（成人年齢－相続したときの年齢）×10万円

制度と概要
受贈者や相続人等の年齢要件

令和4年3月31日以前 令和4年4月1日以後
の贈与・相続等 の贈与・相続等

非上場会社の株式等(法人の場合)、事業用資産(個人事業者の場合)
が対象

父母や祖父母など直系尊属から、結婚・子育て資金に充てるための一括贈
与を受けた場合、最大で1,000万円までの部分について贈与税が非課税
となる制度

贈
与
税

その年の1月1日において
20歳以上

その年の1月1日において
18歳以上

父母や祖父母など直系尊属から贈与された資金により住宅を取得した場合
等において、一定限度額まで贈与税が非課税となるもの

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により取得した財産に係る贈与税に
つき、軽減税率が使える制度

贈与の日において
20歳以上

贈与の日において
18歳以上

金融機関と、結婚・子育
て資金管理契約を締結し

た日において
20歳以上50歳未満

金融機関と、結婚・子育
て資金管理契約を締結し

た日において
18歳以上50歳未満金融機関に結婚・子育て資金口座の開設等を行った上で、非課税申告書

を、当該金融機関を通じて税務署に提出する必要がある

相
続
税

相続等の日において
20歳未満

相続等の日において
18歳未満

相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者が本来納めるべき相続税
額から一定額を控除することができる制度


